
労働基準法で定められた重量物以下の軽量安全試験器
労働基準法では、取り扱う重量物の重量を制限されております。重量物は荷物だけでなく、資材や機器などが対象となります。16
歳～18歳未満の女性は継続作業が15kg満で断続作業が25kg満。  18歳以上の女性は継続作業が20㎏未満で断続作業が30㎏
未満。 18歳以上の男性が機械を使わず取り扱える重さの制限は55㎏以下。 作業をする労働者の体重の概ね40％以下で制限されて
います。一般的な安全試験器の場合、質量が重い為、女性における移動が制限されてしまいますが、弊社安全試験器は最軽量タイプ
で4.2kgと、非常に軽い為、機器の移動なども労働基準法範囲内となる為、誰でも移動が可能です。
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特長

大型ロータリノブによる直感的にシンプル操作で試験を行うことが可能

クラス最軽量を実現。290シリーズ/260シリーズでは幅と奥行がA4用紙サイズの筐体（一部除く）

446は4 in 1（AC/DC耐電圧、絶縁抵抗、アース導通）と多機能でありながらローコスト

関連製品

ポータブルACアース導通試験器「260シリーズ」
ポータブル安全試験器「290シリーズ」

https://www.keisoku.co.jp/pw/app/399/
https://www.keisoku.co.jp/pw/product/measuring/tester/260series-2/
https://www.keisoku.co.jp/pw/product/measuring/tester/290series-2/


コンパクト安全規格試験器「440シリーズ」

https://www.keisoku.co.jp/pw/product/measuring/tester/440series-2/

